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本研究は学校現場における，新規不登校生徒を出さないための対応策と，継続不登校者に対する対応策を
提案するものである。文部科学省が毎年実施している「児童生徒の問題行動・不登校生徒指導上の諸問題に
関する調査」では年々不登校数が増加していることが分かる。これは中学校現場だけではなく，小学校や高
等学校に関しても同じことである。そのような中で不登校をどのように減らすのかを考える必要がある。対
応も何か問題が起きたときに対応をする「対処療法」が多く問題の根本が解決されないまま時が過ぎている
と感じるときがある。そのような「対処療法」ではなく，不登校や非社会的な問題に「予防的療法」がない
のかと考える機会としたい。

キーワード：不登校　未然防止　初期対応　自立支援

1．不登校の現状と推移
文部科学省9）では不登校を「何らかの心理的，情

緒的，身体的あるいは社会的要因・背景により登校
しないあるいはしたくてもできない状況にあるため
に年間30日以上欠席した者（ただし，「病気」や「経
済的理由」による者を除く）」と定義している。文
部科学省9）が令和元年10月17日付けで公表した「児
童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に
関する調査結果」（以下　問行調査）の不登校児童
生徒の割合の推移（1,000人当たりの不登校児童生
徒数）では，全国の国公私立の小中学校合わせて，
前年度比14.2％増の16万4,528人と6年連続で増加
している。うち，小学校は28.0％増の4万4,841人と
6年連続の増加，中学校では9.8％増の11万9,687人
と6年連続増加という傾向が見られた。

2．不登校の主な要因
文部科学省（2019）9）問行調査の不登校の本人に

係わる要因と学校に係る要因の割合を参考にする。
全国の国公私立の小中学校合わせて，本人に係る要
因については，「『不安』の傾向がある。」が33.3％
と一番高く，次いで「『無気力』の傾向がある」が
29.1％，「『学校における人間関係』に問題を抱えて
いる」が17.4％になっている。学校に係る状況では，
「いじめを除く人間関係をめぐる問題」が27.8％，「学
業の不振」が21.6％と高い割合を占めている。また，
「家庭に係る状況」が37.6%と高い数値を示してい
ることが分かる。
このようにデータを参考にしていくと現在の不登
校の要因が，「生徒の心的不安・無気力」「人間関係」
「学習における悩み」「家庭に関わる状況」とまとめ
られる。

3．新規不登校数と継続数でみる不登校
国立教育政策研究所（2018）4）では，不登校の生

徒数を「継続数（前年度も不登校であった児童生徒
の数）」と「新規数（前年度は不登校ではなかった
児童生徒の数）」とに分けて，考える必要があること。
そのように，分けることで，不登校数が学年を追っ
て増え続けるのは，不登校状態が解消されている児
童生徒がいる一方で，それを上回る数の不登校児童
生徒が新たに出現しているためであることが分かる
と主張している。
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4．未然防止と初期対応
国立教育政策研究所（2014）2）は不登校の未然防

止という事象に対して学校がまず取り組むべきこと
は，どの児童生徒も落ち着ける場所を作ること（居
場所づくり）。それと同時に，生徒活躍できる場面を
作る（絆づくりのための場づくり）が鍵になると述
べている。もちろん各学校の事情はあるだろうが，
今現在具体的にどのようなアプローチ方法があるの
かまとめることがこの研究のメインテーマでもある。
（1）魅力ある学校づくり
「魅力ある学校づくり」は国立教育政策研究所
（2017）3）が平成22年度から取り組んできた事業で
ある。この事業の趣旨は「不登校について未然防止，
初期対応，自立支援の取組が各校の現状に対応した
ものとなっているかを検証する」ということが明記
されている。
事業の内容としては，学校における「居場所づく
り」と「絆づくり」の取組を通して不登校の「未然
防止」の取組を進めたものである。
この「魅力ある学校づくり」のコンセプトは2つ
である。
1つ目は，教師主導の「心の居場所」となる学校
づくりと，生徒主体の「絆づくり」である。「居場
所づくり」に関しては，教師が「安心感」や「親密
感」を醸成するだけでなく，自己存在感や充実感を
感じられる「安心安全な学校づくり」が大切である。
そして，教師の作り上げた，「安心安全な環境」の
もと，生徒主体の取組を通して「絆を紡ぐ」学校づ
くりを目指すものである。
2つ目は生徒主体の取組を行事だけでなく，授業
をはじめとしてあらゆる教育活動で取り組むという
こと。どうしても「児童生徒の主体的な取組」とい
うと特別活動や総合的な学習の時間等を連想しがち
だが，学校生活の大半を占める授業の中で「居場所
づくり」「絆づくり」に取り組む必要があると述べ
ている。
国立教育政策研究所の言うとおり，これまでの経
験上，「居場所づくり」や「絆づくり」と言われる
と「学校行事」や「特別活動」という言葉が浮かん
できてしまう。しかし，学校生活の大半を占めてい
る授業の大切さをどのように作ってくのか具体的方
法についてみていく。
具体的な方法としては「生徒指導のPDCAサイ
クル」と名付けている。このPDCAサイクルはプ

ランを立てる前にまず実態を把握し，それを踏まえ
て教職員全員でプランを立て，全員で実行し，その
結果を学年の職員全員で点検し取組を見直す。それ
を年間3回繰り返すという流れである。3回繰り返
すことの意義としては，「個々の教職員の思い込み
や認識のずれが修正されること」や「教職員の意識
の向上」「研修内容・体制の充実」などの成果が見
込まれるからである。やはり，全教員の意識向上を
することで事業が続いたり，よりより活動になった
りするのだと考えられる。
「魅力ある学校づくり」や諸検査で大切なことは，
データを取ることが目的ではなく，そのデータをど
のように活かすかを忘れてはならない。
（2）学習における支援への提案
次に「学習における悩み」について考えたい。
須永（1993）13）は著書の中で，授業についてい
けない子どもたちが，エネルギーを発散できる場所
がなくなり，しだいに学校から離れ不登校という現
象を呈することがあり，その生徒達を「学業不振型
の不登校」と呼んでいる。また，宮口（2019）6）は，
学習の根底にある「認知機能」に目を向けた研究を
行っている。
そして，宮口は学習の土台にある「写す」「数える」
といった，認知機能に着目しトレーニングする必要
性を提言している。宮口は“コグトレ”と名付けて
いる。コグトレとは「認知○○トレーニング
（Cognitive　○○　Training）」の略称で○○には
「機能強化（Enhancement）」，「ソーシャル（Social）」，
「作業（Occupatical）」が入る。学習面，社会面，
身体面と区別すると下の表1のようになる。

表1　コグトレの区別　（宮口幸治,2020）
認 知 機 能 強 化 ト レ ー ニ ン グ（Cognitive	
Enhancement	Training:COGET）→学習面
認知ソーシャルトレーニング（Cognitive	Social	
Training:COGST）→社会面
認知作業トレーニング（Cognitive	Occupatical		
Training:COGOT）→身体面

この認知機能強化の原型は神経心理学的リハビリ
テーションである。この神経心理学的リハビリテー
ションの対象疾患は統合失調症，認知症，高次脳機
能障害，発達障害が挙げられる。損なわれた機能を
回復する（rehabilitation）のか，発達途中にある認
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知機能を強化する（enhancement）のかに違いがあ
るという。宮口はこれまでキーボードやマウスを使
うトレーニングが主であったものを，手を動かした
り，聴覚のトレーニングも行えるようしたりした。
各トレーニングは，集団で実施することもできる
し，個別で実施することもできる。宮口（2015）5）

はこのようなトレーニングを実施すると，トレーニ
ングをしていない群と比較すると，注意や同時処理
の項目で，有意な差がでたという結果も出ている。
（3）人間関係づくりへの提案
曽山（2019）12）は，不登校やいじめに代表される
学校不適応問題は，こどもの「かかわりの力」不足に
起因するという仮説を立て，特に「自尊感情」「ソーシャ
ルスキル」の育成に焦点を当てた予防・改善策の検討
を行っている一人である。また，曽山（2014）11）では，
「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別
な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査
（2012）8）」で小中学校の通常学級在籍者のうち，知的
遅れのない発達障害の可能性がある児童生徒の総数の
占める割合は約6.5%であることをあげ，普通学級に
おける特別支援教育の必要性をのべている。このよう
な数値から「ほどよい自尊感情，適切なソーシャルス
キル」を身につけていない子どもたちが増えているが
ゆえに，学級内の「気になる子」が以前よりもクロー
ズアップされているのではないかと述べている。
また，全国各地の学校を訪問する中で，大人はそれ
ぞれの立場，役割に応じて「かかわりを通して，人を
人に育てる」大切さが求められていると述べている。
具体的な取り組みとしては行動理論に基づく技法
で「行動の教育」と言われている「ソーシャルスキ
ル・トレーニング（Social	Skills	Training，以下
SST）」と，「感情の教育」と言われている「構成的
グループ・エンカウンター（Structured	Group	
Encounter，以下SGE）」を組み合わせたものである。
具体的な内容は国分（1999）が紹介した内容を参考
にしている。
曽山はこのSSTとSGEを週1時間という短時間グ
ループアプローチと各教科場面におけるペア・グ
ループ活動の連動を明確に位置づけたプログラムを
実施してきた。学校現場で継続して行えるよう，活
動を短時間にする「Slim（スリム）」，形を作ること
によって簡単にできる「Simple（シンプル）」を組み
合わせた「Slimple（スリンプル）」という造語で呼
んでいる。具体的な取り組みとしては國分（1999）1）

による「二者択一」や「アドジャン」「質問じゃん
けん」を行っている。
また，曽山（2019）12）は『子どもを囲む家庭・

地域の状況が変わったことを嘆いても，子どもの「か
かわりの力」やその構成する要素である「自尊感情」
「ソーシャルスキル」が育つわけではありません』
と述べていることは，現在の学校現場にあてはまる
状況であると著者は考える。「あの家庭だから仕方
ない」や「あの子だから仕方ない」と言っても子ど
もたちのスキルや感情が変化するわけではない。学
校現場においての役割の一つは子どもに社会を生き
抜く力を身につけることだと感じる。そのために，
どのような方法で教育をするのかが教育者であると
思う。学校がチーム一丸となり，全校体制で取り組
むことで子どもたちがよりよく育つのではないかと
考える。

5．指導体制の確立及び初期対応に向けた提案
ここまで，新規不登校数を減らすための取組につ
いて提案をしてきた。新規不登校生徒を出さないた
めの学校組織としてできる取り組み及び初期対応に
ついて提案をしていく。
今まで学校に来ていた生徒が不登校にならないた
めに，早期対応の必要性もあるだろう。文部科学省
（2019）10）でも，「不登校児童生徒の支援においては，
予兆への対応を含めた初期段階からの組織的・計画
的な支援が必要である」とも述べている。文部科学
省のいう「予兆」を見とる事が非常に重要であると
考える。
その「予兆」については，いくつかの資料を参考
にする。栃木県教育委員会（2018）14）では新規に
不登校になる児童生徒には，①無気力や不安から登
校を渋る。②学校での人間関係や学習が上手くいか
ない。③非行傾向にあり，登校をする気持ちが弱い。
④周囲の人に自分の気持ちを素直に言い出せない。
⑤家庭環境が不安定で登校する気持ちになれない。
と示している。
指導体制の組織としては，校長以下学校の職員に
加え，スクールカウンセラーやスクールシャール
ワーカーも支援者になるであろう。

6．再登校にむけた取り組み
最後に，前年度から継続して不登校の生徒及び，
年度途中から新たに学校にくることができなくなっ
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てしまった生徒への対応についてまとめる。
文部科学省（2019）10）では，「不登校児童生徒へ
の支援は，『学校に登校する』という結果のみを目
標にするのではなく，児童生徒が自らの進路を主体
的に捉えて，社会的に自立することを目指す必要が
あること。」また，「不登校児童生徒が，主体的に社
会的自立や学校復帰に向かうよう，児童生徒自身を
見守りつつ，不登校のきっかけや継続理由に応じて，
その環境づくりのために適切な支援や働き掛けを行
う必要がある」と記述されている。
さらに山形県教育センター（1991）15）では，『不

登校に関する指導援助の考え方として，不登校の問
題は，基本には成長・発達の問題として考えるべき
であること。その対応は，各発達段階に応じて心理
的な成長・発達を援助すること。心理的な成長・発
達がなされたときに「結果として登校する」と考え
るべきである。学校が家庭に対して援助・指導する
場合は，解決策を与えるということではなく，あく
までも「共に考える姿勢」が必要である。』と述べ
ている。そして，学校への復帰が期待できそうな兆
しが見えたときには，本人の学力や不安と寄り添い
慌てずに対応することが大切であることも述べられ
ている。
再登校にむけての対応は担任と保護者だけでは困
難な場面が生じる。文部科学省（2019）10）でも「不
登校の要因や背景を的確に把握するため，学級担任
の視点のみならず，スクールカウンセラー及びスクー
ルソーシャルワーカー等によるアセスメント（見立
て）が有効であること。」また，効果的な支援のため
には「スクールカウンセラー及びスクールソーシャ
ルワーカーを効果的に活用し，学校全体の教育力の
向上を図ることが重要である」と述べられている。

7．考察
今回の研究では，さまざまな情報を取りまとめ，
今後の対応について提案をするものである。不登校
の対応については特効薬がないため，その生徒の状
況に合わせ，多くの選択肢を支援者がもつ必要があ
ることを忘れてはならない。そして「学校に登校さ
せる」ことが最終目標ではなく，「生徒が社会でど
う生きるのか」という進路の問題として考える必要
があるということを忘れてはならない。
今後の課題として，不登校の対応については何か
一つだけを実施すれば良いという問題ではない。学

校教育全体を通して児童生徒の成長を支援する必要
がある。また，その時の社会背景によって不登校の
原因も変わってくる。画一的な対応ではなく，柔軟
な対応が求められ続ける。
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